
大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加　点

0 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと 必須 5 5 -
　提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾
する内容がないこと

－

1　業務の基本方針 仕様書を踏まえ、業務の目的及び業務の実施に当たっての基本方針を具体的に記述すること 必須 10 5 5 　業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること 　基本方針に創造性、確実性があるか

2　業務の実施方法 －

仮置場設置の重要性が解るプログラムとすること 5 重要性についての説明があること
仮置場設置の遅れや、運営の拙さによる弊害など具体例を提示した説明があるか
事前の協定に基づく管理委託などに言及されているか

レイアウト等設計が理解できるプログラムとすること 5 面積、レイアウトの考え方の説明があること 災害廃棄物発生量からの仮置場の必要面積計算や市町村内での配置、仮置場内での分別配置について説明があるか

初任者等に解る配慮について記述すること 5 解りやすくするための配慮について記載していること 仮置場の意味や種類など基礎的な説明があるか

リモートで参加者全員が受講できる体制となっていること 5 リモートで開催されること 全員が受講できるよう複数回の開催などの配慮があるか

事前準備も含めて、訓練の流れ及びファシリテータ・コントローラの配置等（(ｱ)）を記述すること 15 当日の訓練の流れ及び人員配置について記載していること
①参加者を班分けしﾌｧｲｼﾘﾃｰﾀを配す、②全員が訓練に参加できる、③訓練時間内に設置～１日の報告まで終了できるなど、
効率的な流れとなっているか

(ｲ)：開設方法について、記述さすること 25
開設方法、レイアウトについて記載していること
住民等広報について記載していること

廃棄物種類ごとの区画方法に工夫があるか
レイアウト違いによる場内の混雑や荷降ろし効率の変化などが解るように工夫されているか
案内看板、住民広報等に工夫があるか

(ｳ)：搬入、受入、分別について記述すること 30 搬入車両の受入、誘導、分別、荷降ろし、その他の方法について記載していること 積載方法、荷降ろし方法、誘導の有無などの状況変化による必要時間や所要人員の変化などが解るよう工夫されているか

(ｴ)：搬出方法について記述すること 10 目的地別の積載や、積載の方法（手積、重機、フォークリフト）などを記載していること 搬入と搬出がバッティングした場合の時間ロスなどが解るよう工夫されているか

(ｵ)：状況報告の項目、方法などについて記述すること 5
搬入台数、廃棄物種類ごとの量、混合・分別状況、堆積状況などの報告について記載し
ていること

報告様式を提示するなど工夫されているか

振り返り並びにアンケート内容及び集計・取りまとめについて記述すること 必須 10 5 5 振り返りの手法、ｱﾝｹｰﾄ内容及び集計方法について記載していること。 振り返りやｱﾝｹｰﾄ結果から、仮置場の設置・運営について改良点を導き出せるような工夫がされていること

適切な新型コロナウィルス対策を執ること、適時打ち合わせ可能であること、成果物の作成及び配布を行うこと
著作権及び情報セキュリティに配慮すること、降雨雪も対応すること、道及び産資協と連携すること

必須 5 5 ー
次に関して具体的な提案があり、適切であること
　コロナ対策、降雨雪対応、北海道等との連携、著作権・セキュリティ対策

ー

　確実に成果を上げるために、業務の実施計画（作業内容、スケジュール）及び業務を効率的に遅滞なく完了するための工
夫等を記載すること

必須 10 5 5 　仕様書に基づいた作業事項が実施可能で妥当な作業進行であること 　業務に係る作業進行が効率的で確実性があるか

－

　業務の実施体制について、責任者の氏名、役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめるこ
と

必須 10 5 5

　適切な役割分担等により実施体制が構築されていること
　外部の協力者（又は再委託者）に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分（業
務の立案、評価・検討等）を提案者が実施すること
　協力者等の役割分担が明確で、適切であること

　効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか

　業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること
　業務に従事する者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること

必須 10 5 5
　従事者が、本業務に従事する十分な実績と能力及び業務従事時間があると認められる
こと

　従事者の資格、経歴、専門性等が、本業務に相応しいものか
本業務に関係する技術士等の資格や博士号、経歴、専門性を有する者が本事業に関わり事業の実効性が期待できるものと
なっているか
　本業務を遂行するに足りる人員が手当されているか、他業務の片手間となっていないか（事務量の割合から）

　過去５年以内に災害廃棄物対策又は廃棄物処理計画に関する請負業務の実績があれば、その件数、それぞれの概要を
記載すること

任意 5 - 5 －
　過去において、災害廃棄物対策に関する請負業務又は廃棄物処理計画に関する請負業務の実績が１件あれば可（1点）と
し、それ以上の場合は件数や業務概要に応じて加点する

　事業者の経営における事業所（以下「本社等」という）において、ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１、エコステージ、地方公共
団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載
するとともに、証明書の写しを添付することただし、提案書提出時点において認証期間中であること又は、現在は認証期間中
でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境
マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載すると
ともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること

任意 5 - 5 － 　本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受
けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか1つでもあれば加点
（5点）

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という）、次世代育成支援対策推進法（以下
「次世代法」という）、青少年の雇用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」という）に基づく認定等（プラチナえるぼし
認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等）の有無を記載し、有
の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し（内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けてい
る外国法人については、その確認通知書の写し）を添付すること
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること

任意 5 - 5 －

女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナえるぼし・えるぼし認定等）
・プラチナえるぼし（※1）　5点
・えるぼし3段階目（※2）　4点
・えるぼし2段階目（※2）　3点
・えるぼし1段階目（※2）　2点
・行動計画（※3）　　　　　 1点
※1　女性活躍推進法（令和2年6月1日施行）第12条に基づく認定
※2　女性活躍推進法第９条に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要
※3　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）

次世代法に基づく認定（プラチナくるみん認定・くるみん認定、トライくるみん認定）
・プラチナくるみん認定　　　　　 4点
・くるみん認定（新基準※4）　　3点
・くるみん認定（旧基準※5）　　2点
・トライくるみん認定　　　　　　　2点
※4　新くるみん認定（改正後認定基準（平成29年4月1日施行）により認定）
※5　旧くるみん認定（改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定）

若者雇用推進法に基づく認定（ユースエール認定）　　　　　　　　　　　　 4点
※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする

賃上げの実施を表明した企業等について

・大企業は、事業年度（又は暦年）において、対前年度比（又は対前年比）で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以
上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書（表明する意思がある者のみ提出すること）の写しを添付すること

・中小企業等は、事業年度（又は暦年）において、対前年度比（対前年比）で給与総額を１．５％以上増加させる旨の、従業員
への賃金引上げ計画の表明書（表明する意思がある者のみ提出すること）の写し及び前年度の法人税申告書別表１を添付

任意 10 - 10 －
表明書（様式は任意で可ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること）の写し
の提出が確認出来れば加点（10点）

技術
点小
計

200 45 155

価格点 100

 総計 300

基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする

加点部分の採点は配点５点の場合、技術上の基準に基づき、秀；5点、優；４点、良；3点、可；2点、不十分;1点、不可；0点、の６段階評価とし配点に応じて係数をかけて得点を算出する

基礎点がある項目に係る加点部分の「不可；0点」とは、基礎点の基準は満たす（基礎点は得点）が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である

2.3　仕様書2(4)ウの内容
（振り返り等）

必須

得点配分 技術上の基準 加点
の採
点

5

2.2  仕様書2.(4)イの業務内容
（仮置場設置訓練）

25

90

2.4　仕様書3.～8.の内容
（留意事項等）

3　業務の実施計画

（別添５）

　令和４年度仮置場設置訓練支援事業業務に係る提案書の評価基準表

評価項目
要求要件

評価
区分

2.1  仕様書2.(4)アの業務内容
（勉強会）

必須

5

8.企業等の賃上げの実施（ 事業年度（又は暦
年）における賃上げ）

4　業務の実施体制

4.1　業務の執行体制、従業者
の役割分担等

4.2　従事者の実績、能力、資格
等

5　組織の実績

6　組織の環境マネジメントシステム認証取得
状況

7　組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に
関する認定等取得状況


